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深谷市農業委員会会議録
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開閉の日時
及び宣言者
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１． 開　　　　　　会

２． 議　長　選　出

３． 議事録署名委員の指名

４． 議　　　　　　事

１） 報告第 1 号

２） 報告第 2 号

３） 報告第 3 号

４） 報告第 4 号

５） 報告第 5 号

６） 議案第 1 号

７） 議案第 2 号

８） 議案第 3 号

９） 議案第 4 号

１０） 議案第 5 号

１１）議案第 6 号

５． 閉　　　　　　会

   深　 谷 　市 　農　 業　 委　 員　 会　 総　 会　 日　 程

引き続き農業経営を行っている旨の証明書の発行について

農地法第１８条第６項の規定による通知について

農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する専決処分について

      深谷公民館・生涯学習センター 大会議室（１階）

　　　令和元年５月３１日（金）　午後２時から

農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する専決処分について

農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に対する専決処分について

農用地利用集積計画の決定について

農地法第３条の規定による許可申請について

農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について

農地法第５条第１項の規定による許可の取消申請承認について

相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について

農業振興地域整備計画（農用地利用計画）に対する意見について



  開会 局　長 　それでは、ただ今から、令和元年第１回深谷市農業委員会総会
を開催いたします。
　元号が変わりましたので、5月が第１回となります。

　まずはじめに本日は欠席委員の方はいらっしゃいません。
　欠席委員の報告 局　長 従いまして、委員２４人中　２４人が出席ですので、

農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、
総会は成立しておりますことを報告します。

　議長の選出 局　長 　次に議長の選出を行います。
　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に会長が議長
となる旨、規定されているため、安藤会長にお願いいたします。

　議事録署名人の署名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
　先ず、議事録署名委員の指名を行います。
　議席番号２４番、議席番号１番の以上２名を指名いたします。
　よろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、議事を進めさせていただきます。
　報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」
から、報告第５号「引き続き農業経営を行っている旨の証明書の
発行について」までを一括して議題とします。
　事務局の報告を求めます。

　報告第１号 事務局 　報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」で
　「農地法第１８条第６項の ございます。
規定による通知について」 　貸主、借主の合意に基づきまして、農業委員の立ち合いのもとで

解約されたものでございます。

　報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」
は、整理番号１番から４番（１ページから２ページ）
以上４件です。

　報告第２号 事務局 　次に報告第２号「農地法第３条の３第１項の規定による届出
　「農地法第３条の３第１項 に対する専決処分について」でございます。
の規定による届出に対する 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
専決処分について」 報告します。　　本件は、相続に対する届出となります。

　報告第２号「農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する
専決処分について」は、以上１件です。
なお、あっせん希望につきましては、「無」となっております。

　報告第３号 事務局 　次に報告第３号「農地法第４条第１項第７号の規定による
　「農地法第４条第１項 転用届出に対する専決処分について」でございます。
第７号の規定による転用 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
届出に対する専決処分 ご報告します。
について」 　４条転用の届出につきましては、市街化区域内において、

土地所有者本人が行う、土地の権利移転を伴わない転用で
ございます。

　報告第３号「農地法第４条第１項第７号の届出につきましては、
以上１件です。　面積は５２２㎡でございます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　報告第４号 事務局 　次に報告第４号「農地法第５条第１項第６号の規定による
　「農地法第５条第１項第 転用届出に対する専決処分について」でございます。
６号の規定による転用 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
届出に対する専決処分 ご報告します。
について」 　５条の転用届出につきましては、市街化区域内において、

農地の所有権移転や賃貸借等、権利の移転や設定を伴う
転用でございます。

　報告第４号「農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出
に対する専決処分について」は、合計１４件です。　
合計面積６，８８１㎡でございます。

　報告第５号 事務局 　次に報告第５号「引き続き農業経営を行っている旨の証明書の
　「引き続き農業経営を 発行について」でございます。
行っている旨の証明書の 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
発行について」 ご報告します。

　本件は、農地等についての贈与税または相続税の納税
猶予の特例の適用を継続して受けるため、証明書の発行
をするもので、３年ごととなっております。

　報告第５号「引き続き農業経営を行っている旨の証明書の発行に
ついて」は、以上２件です。合計面積は１３，１８５㎡でございます。

事務局 　報告につきましては、以上となります。

議　長 　ありがとうございました。　ただいま事務局より説明のありました
報告第１号から報告５号につきましては、専決処分事項で
ありますので、報告のみとさせていただきます。

　議案第１号 議　長 　次に、議案第１号「農用地利用集積計画の決定について」を
　「農用地利用集積計画の 議題とします。事務局の説明を求めます。
決定について」

事務局 　議案第１号「農用地利用集積計画の決定について」
でございます。
　本議案は、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づき、
別紙の農用地利用集積計画（案）について同計画の決定を
求めるものでございます。

　本日の総会において計画が決定されますと、令和元年６月１４日
に公告することにより、令和元年７月１日から利用権が設定される
こととなります。

　【議案書を朗読し、利用集積計画概要表の内容を説明】

　それでは、１３ページの計画概要について説明いたします。
詳細につきましては、次の１４ページから４７ページにございます。
　また、別添資料の１ページに｢借受人別内訳｣がございますので、
併せてご参照ください。
　 今回の申し出は、新規、再設定になります。
合計　８４件　２１６，８５６㎡　また、借手　延べ３７名、
貸手　延べ８３名、筆数１９８筆の設定となります。
 農用地利用集積概要の説明は以上でございます。　
ご審議をお願いします。

　議　長 　ここで、議案第１号「農用地利用集積計画の決定について」の
議題の内、整理番号５９番につきましては、議席番号１５番に関す
る案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
基づき、議席番号１５番には暫時退室願います。

（議席番号１５番の委員退室）

議　長 　それでは、整理番号５９番の件に関して審議いたします。　
この件に関し、質疑はございますか。

（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声があるため、ここで質疑を終結し、採決いた
します。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

議　長 　議席番号１５番の委員の入室をお願いします。

（議席番号１５番の委員入室）

議　長 　次に、ただいま審議いたしました以外の案件について、
一括審議いたします。
　この件に関して質疑はございますか。

 （委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声があるため、ここで質疑を終結し、採決いた
します。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

議　長 　次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請に
　「農地法第３条の規定に ついて」を議題とします。
よる許可申請について」 　事務局の説明を求めます。

事務局 　議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請について」で
ございます。
　農地法第３条の規定による許可申請については、本日の総会に
おいて承認いただきますと、本日付で許可となるものでございます。
本議案につきましては、別添の議案資料も併せてご参照ください。

　【議案第２号、１番から９番を議案書をもとに朗読】

事務局 　整理番号１番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を図るため
とのことであり、取得後においては、キャベツの作付けを行うとのこと
でございます。

事務局 　整理番号２番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、譲受人は、稲作・露地野菜・花卉の作付け
を行っており、申請地を取得し、経営規模の拡大を図るとのこと
でございます。

　議案第２号
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

事務局 　整理番号３番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を図るため
とのことであり、取得後においては、キャベツ、ブロッコリーの作付け
を行うとのことでございます。

事務局 　整理番号４番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を図るため
とのことであり、取得後においては、稲作を行うとのことでございます。

事務局 　整理番号５番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲受人は、農作物の生産・販売を行っている法人でありまして、
売上高の全てが農業関係であり、議決権も農業関係者が過半数を
占めるなど、農地所有適格法人の要件を満たす法人でございます。
　譲り受けの理由は、経営規模の拡大をもって経営の安定化を図る
ため申請地を取得し生産性の向上を図るとのことであり、取得後に
おいては、ベビーリーフの作付けを行うとのことでございます。

事務局 　整理番号６番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲受人は、太田市において、露地野菜の生産を行っており、
このたび深谷市内の農地を取得し、経営規模の拡大を図ろうとする
ものでございます。
　申請地は、譲受人の経営拠点より１０分ほどであり、通作上の問題
はなく、取得後においては、ねぎの作付けをする計画でございます。

事務局 　整理番号７番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、現在すでに借り入れている申請地を、このたび
取得するものです。取得後においては、ブロッコリーを作付けする
計画でございます。

事務局 　整理番号８番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、現在すでに借り入れている申請地を、このたび
取得するものです。取得後においては、ブロッコリーを作付けする
計画でございます。

事務局 　整理番号９番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を図るため
とのことであり、取得後においては、米麦の作付けを行うとのこと
でございます。

　３条許可申請につきましては、以上９件でございます。
　田５筆　５，６７８㎡、畑１１筆　１３，２３２㎡、合計１６筆　１８，９１０㎡
でございます。
　なお、３条申請につきましては、耕作すべき農地が効率的に利用
されること、及び、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用
の確保に支障がないことの確認として、申請に関する農地につきま
して、５月１４日、及び１６日に議席番号１５番、議席番号２１番、
議席番号２２番、農地利用最適化推進委員１番、２番、１４番と事務
局職員で現地確認を行いましたことを、あわせてご報告いたします。
　農地法第３条の規定による許可申請についての説明は以上で
ございます。ご審議をお願いします。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
議　長 　ただいま、事務局から説明のありましたとおり、現地調査に同行

していただきました委員の代表として、議席番号２１番、及び
農地利用最適化推進委員１４番、同じく農地利用最適化推進
委員２番に意見をお願いします。
　また、整理番号６につきましては、新規参入に関する案件です
ので、議員番号２４番の委員の意見を求めます。

議　長 　それでは現地調査の報告につきまして、初めに議席番号２１番
お願いします。

２１番 　３条、現地確認報告をいたします。
　令和元年５月１４日に、私と議席番号２２番と事務局職員で、
３条申請に関係する農地の現地確認を行いました。
　整理番号１番、４番、５番の譲受人の経営地につきましては、耕作
が行われておりました。
　整理番号２番の譲受人の経営地につきましては、土地改良事業の
実施区域を除いて、耕作が行われておりました。
　整理番号３番、譲受人の経営地につきましては、是正対応中の
農地を除き、耕作が行われておりました。
　また、それぞれの申請地につきましても、特に問題ありません。
　現地確認の結果、 以上５件 につきましては、農地の 効率的な
利用が図られるものと判断し、委員の意見 といたします。

議　長 　議席番号２１番ありがとうございました。
続きまして、農地利用最適化推進委員１４番お願いします。

最適化 　３条、現地確認報告をいたします。
推進委員 　令和元年５月１４日に、私と議席番号１５番と事務局職員で、

１４番 ３条申請に関係する農地の現地確認を行いました。
　整理番号６番、７番、８番の譲受人の経営地につきましては、耕作
が行われておりました。
　また、申請地につきましても、特に問題ありませんでした。

議　長 　農地利用最適化推進委員１４番ありがとうございました。
続きまして、農地利用最適化推進委員２番お願いします。

最適化 　３条、現地確認報告をいたします。
推進委員 　令和元年５月１６日に、私と、農地利用最適化推進委員1番と

２番 事務局職員で、３条申請に関係する農地の現地確認を行い
ました。
　整理番号９番の譲受人の経営地につきましては、耕作が行わ
れておりました。

　 　また、申請地につきましても、特に問題ありませんでした。

議　長 　農地利用最適化推進委員２番ありがとうございました。
続きまして、新規参入につきまして、議席番号２４番お願いします。

２４番 　３条の新規就農の報告を行います。
　整理番号６番の譲受人の新規参入について報告いたします。
　令和元年５月２０日、私と農地利用最適化推進委員8番、
事務局員でヒアリングを行いました。
　譲受人は、太田市において、キャベツ、ブロッコリーなど露地栽培
をしており、市場や地元スーパーなどに出荷しております。
　新たな作物として、深谷ねぎの生産に取り組みたいと考えていた
ところ、知人を介して相続で受けた農地の管理が難しいと相談が

　現地確認の結果、 以上 １件 につきましては、農地の効率的な
利用が図られるものと判断し、委員の意見 といたします。

が図られるものと判断し、委員の意見 といたします。
　現地確認の結果、 以上 ３件 につきましては、農地の 効率的な利
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
あり、今回の申請に至ったものでございます。
労働力、機械など営農体制も整っており、栽培技術や販路もあること
から継続的な農業経営が見込めるものと考えます。
　以上のことから、今回の新規参入については問題無いと判断して、
委員の意見 といたします。

議　長  　議席番号２４番ありがとうございました。
ここで、本議案のうち、整理番号３番につきましては、農地利用
最適化推進委員１番に関する案件ですので、農業委員会等に
関する法律第３１条の規定に基づき、農地利用最適化推進員１番
には暫時退室願います。

事務局 （農地利用最適化推進委員１番の退室）

議　長 　それでは、整理番号３番の件に関しまして審議いたします。
この件に関しまして、質疑ございますか。

  （委員より「質疑なし」との声）

議　長   「質疑なし」の声があるため、ここで質疑を終結し、採決いたします。
　お諮りいたします。　本件は、決することでよろしいでしょうか。

  （委員より「異議なし」との声）

議　長   「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

議　長 　農地利用最適化推進委員１番の入室をお願いします。

（農地利用最適化推進委員１番の入室）

議　長 　次に、ただいま審議いたしました以外の案件について、
一括審議いたします。
　この件に関して質疑はございますか。

 （委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声があるため、ここで質疑を終結し、採決いた
します。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第３号 議　長 　次に、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可の
　「農地法第５条第１項の 取消申請承認について」を議題とします。　
規定による許可の取消申請 事務局の説明を求めます。
承認について」

事務局 　議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可の取消申請
承認について」でございます。
　こちらにつきましては、本日の総会で承認いただきますと、
翌月上旬に市に意見書を進達した後、翌月中旬頃に処理が
なされる予定であります。

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、平成３１年第１回総会議案第４号整理番号
４番にてご審議いただき、平成３１年２月１５日付で許可が出た案件
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
でございます。今回、申請者の都合により当初の建築主である
借受人の祖父が申請地を譲り受け、孫に使用貸借として
貸付けたいとの申し出がなされたものであります。

　農地法第５条第１項の規定による許可の取消申請承認に
ついては、以上１件でございます。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第３号「農地法
第５条第１項の規定による許可の取消申請承認について」
審議いたします。

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　「質疑なし」

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決
いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することでよろしい
でしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第４号 議　長 　次に、議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請
　「農地法第５条第１項の 承認について」を議題とします。　
規定による許可申請承認 　事務局の説明を求めます。
ついて」

事務局 　議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認
について」でございます。
　ここで、説明に入る前に、２ヶ所の訂正をお願いします。
　まず、議案書５２ページをご覧ください。
　整理番号３番の右から２番目にあります「申請事由」のところで、
「（全体面積４３３．８６㎡）」を追加していただけますよう、お願い
いたします。
　続きまして、５３ページをご覧ください。
　５３ページの上に２枚の地図がございます。その右側の地図の
中央部に花園インターチェンジがあります。出入り口の部分に
「国道１７号バイパス」と記載されておりますが、正しくは、
「国道１４０号バイパス」になりますので、訂正させていただきます。
　以上の２ヶ所の訂正につきまして、訂正をお願いしますとともに、
お詫び申し上げます。

　それでは、議案４号、５２ページにお戻りお願いいたします。
　こちらにつきましては、本日の総会でご承認いただきますと、
意見書を市へ進達し、その後、市で審査したのち、６月中旬ごろを
目途に市長名で許可となる予定となっております。
　なお、整理番号５番につきましては、３，０００㎡、３０アールを超える
案件となりますので、６月４日火曜日に開催の県の常設審議委員会
に諮問を行った後に、意見書を附して、後日、進達いたします。
　農地法５条の申請につきましては、５件となっております。
別添の総会資料７ページを、合わせてご確認お願いします。

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 申請理由についてですが、昭和４５年以前より農家住宅敷地
の一部として利用してきたが、手続き未了であったため改めて
申請を行うものです。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
　整理番号２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を譲り受け
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 こちらにつきましては、先ほどの議案第３号において
議決をいただきました農地法第５条取消申請に関する
転用の申請であります。
　譲受人は孫の住宅敷地の進入路として利用するため申請地を
譲り受け、進入路の整備を行いたいという申請でございます。

　整理番号４番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は不動産業を営んでおりますが、地域に住宅需要が見込
めるため、申請地を譲り受け、建売住宅１棟の建築を行いたいという
申請でございます。

　整理番号５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は再生可能エネルギーの供給に資するため、太陽光発電
設備の設置を行うものです。

事務局 　農地法第５条第１項の規定による許可申請につきましては、
以上５件となります。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第４号「農地法第５条
第１項の規定による許可申請承認について」、一括審議いた
します。　

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　「質疑なし」

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決
いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することでよろしい
でしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決します。

　議案第５号 議　長 　次に、議案第５号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の
　「相続税の納税猶予に 利用状況の確認について」を議題とします。　
係る特例農地等の利用状況 　事務局の説明を求めます。
の確認について」

事務局 　議案第５号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の
利用状況の確認について」でございます。
　こちらにつきましては、相続開始より２０年が経過し、
納税猶予期間の満了を迎えるにあたり、熊谷税務署より
照会がありました、特例農地の利用状況の確認について、
本日の総会における採決を熊谷税務署長あてに
回答するものでございます。

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　全６筆、合計９，０４９．００㎡の確認を求めるものでございます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
事務局 　整理番号２番です。　

（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　全４筆、合計２，９２１．００㎡の確認を求めるものでございます。

事務局 　整理番号３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　全１１筆、合計１８，５９８．００㎡の確認を求めるものでございます。

事務局 　相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の
確認につきましては、以上３件でございます。
　なお、利用状況の確認につきましては、それぞれ地元
農業委員の方に現地確認を行っていただいております。
　整理番号１番及び３番につきましては、令和元年５月２１日に
議席番号２番の委員、整理番号２番につきましては、
令和元年５月２０日に農地利用最適化推進委員１５番に
それぞれ確認していただいております。

　事務局からの説明は以上でございます。　
　ご審議をお願いいたします。

議　長 　ただいま、事務局より説明のありました、議案第５号「相続税の
納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」
現地を確認した委員の意見を求めます。

議　長 　整理番号１番、並びに３番を、議席番号２番、
　整理番号２番を、農地利用最適化推進委員１５番に
それぞれ意見をお願いします。
　まず、議席番号２番お願いします。

２番 　報告いたします。
　令和元年５月２１日に、納税猶予に関する特例農地の現地確認を
行いました。
　整理番号１番、及び整理番号３番の人見地内にお住いの農業
相続人の農地、畑、計１７筆につきましては、全て農地として利用
されておりました。
　以上、現地確認の報告とさせていただきます。

議　長 　議席番号２番ありがとうございました。
　次に、農地利用最適化推進委員１５番お願いします。

最適化 　報告いたします。
推進委員 　令和元年５月２０日に、納税猶予に関する特例農地の現地確認を

１５番 行いました。
　整理番号２番、緑台地内にお住いの農業相続人の農地、畑、
４筆につきましては、全て農地として利用されておりました。
　以上、現地確認の報告とさせていただきます。

議　長 　農地利用最適化推進委員１５番ありがとうございました。
ただいま意見をいただきました本件につきまして審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

（委員より「質疑なし」との声）

議　長   「質疑なし」の声があるため、ここで質疑を集結し、採決いたします。
　お諮りいたします。　本件は、決することでよろしいでしょうか。

  （委員より「異議なし」との声）

議　長   「異議なし」のため、本件は原案どおり決することとし、現地を
確認いただいた委員の報告を取りまとめ、熊谷税務署長に対し
回答します。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　議案第６号 議　長 　次に、議案第６号「農業振興地域整備計画（農用地利用計画）
　「農業振興地域整備計画 に対する意見について」を議題とします。　
（農用地利用計画）に対する 　担当課の説明を求めます。　農業振興課お願いします。
意見について」

振興課 　議案第６号「農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の
変更に係る意見について」説明させていただきます。

　最初に「除外」について、ご説明させていただきます。

　「除外」とは、農業振興地域内の農用地いわゆる青地を
農用地以外の用途に供することを目的として、農用地区域から
除外する手続きとなります。
　例えば、自己用住宅を建てる場合、まず、農振除外の手続きを
行い、その後、農地転用と開発の手続きを経て、住宅が建てられる
こととなります。

　それでは、議案書の５７ページ、及び別添資料をご覧ください。
説明につきましては、所在地、地目、面積、及び転用目的の順で
読み上げさせていただきます。

　【議案第６号、除外１番から２５番を議案書をもとに朗読。
　　続いて、編入1番、２番を議案書をもとに朗読】

　番号１番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号３番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号４番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号５番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号６番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号７番。
　議案書の訂正がございますので、ご報告させていただきます。
　転用目的が「自己用住宅」となっておりますが、
正しくは、「農家住宅敷地拡張」となっておりますので、
訂正をお願いします。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号８番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらにつきましては、補足説明をさせていただきます。
　平成６年頃から、農家住宅の敷地の一部として使用しておりま
したが、農地であることの認識が無く、手続き未了であったこと
から、今回、これを適法とするために申し出があったものです。
　拡張後の面積につきましては、既存敷地９５０．１９㎡と
合わせて１，１１１．１９㎡となります。

　番号９番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

会

議

進

行

状

況

10



て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
　番号１０番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１１番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらにつきましては、補足説明をさせていただきます。
　計画者は、食品加工工場を営んでおりますが、工場に隣接する
駐車場に工場を増築することから、駐車場が不足することとなった
ため、今回、隣接地を譲り受けることができたことから、
申し出があったもです。
　計画内容といたしましては、４１台分の駐車場となっております。
　拡張後の面積につきましては、既存敷地３，２６８．４５㎡と
合わせて、４，９０２．４５㎡となります。

　番号１２番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１３番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１４番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１５番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１６番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１７番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらにつきましては、補足説明をさせていただきます。
　計画者は、建設資材のレンタル、販売、修理、及び重機の
レンタル事業を行っておりますが、規模の拡大に伴い、現在の
事業所の敷地が手狭になってきたことから、申し出があった
ものです。
　計画内容としましては、重機車両の保管、及び建築資材の
置き場を予定しております。

　番号１８番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらにつきましては、補足説明をさせていただきます。
　計画者は、オートオークション会場の運営管理をしておりますが、
規模の拡大に伴い、車両の駐車スペースが手狭になってきたこと
から、申し出があったものです。
　計画内容としましては、８００台分の駐車場を予定しております。

　番号１９番。
　議案書の訂正がございますので、ご報告させていただきます。
　転用目的ですが、「駐車場」と記載されておりますが、正しくは、
「駐車場敷地拡張」となっておりますので、訂正をお願いします。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらにつきましては、補足説明をさせていただきます。
　計画者は、食品の加工製造販売業を営んでおりますが、駐車場
が不足していることから、申し出があったものです。
　計画内容としましては、２６台分の駐車場を予定しております。

　番号２０番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらにつきましては、補足説明をさせていただきます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
　計画者は、建設工事資材のレンタル業を営んでおりますが、
経営規模の拡大により、既存の事業所では手狭になってきた
ことから、申し出があったものです。
　計画内容としましては、事業所の移転となっております。

　番号２１番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２２番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらにつきましては、補足説明をさせていただきます。
　計画者は、農産物直売所を営んでおりますが、集客数の増加に
伴い、駐車場が不足してきたことから、申し出があったものです。
　計画内容としましては、５６台分の駐車場の拡張を予定して
おります。

　番号２３番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２４番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらにつきましては、補足説明をさせていただきます。
　計画者は、酪農業を営んでおりますが、２０年以上前から牛舎
及び飼料置き場、運動場として使用しておりましたが、農地で
あるとの認識が無く、手続き未了であったことから、これを適法と
するため、申し出があったものです。

　番号２５番。
　議案書の訂正がございますので、ご報告させていただきます。
転用目的が「店舗敷地拡張」となっておりますが、正しくは、
「店舗敷地」になります。訂正をお願いいたします。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらにつきましては、補足説明をさせていただきます。
　計画者は、包装資材、日用品雑貨等の販売をする店舗を営んで
おりますが、経営規模の拡大に伴い、既存店舗の増築を計画して
いたところ、都市計画法上、増築ができず、店舗を移転するため、
申し出があったものでございます。

　以上、除外の説明とさせていただきます。

　続きまして、編入について、ご説明させていただきます。
　まず、編入でございますが、こちらは先ほどの除外とは逆でござい
まして、農振農用地ではない土地、除外された土地を農振農用地
へ戻す手続きとなっております。
これは、以前に農振除外を行ったものの、その後、計画が無くなった
ことから、農振農用地に戻すなどの場合が該当します。

　それでは、説明に入らせていただきます。

　番号１番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらは、平成３０年５月に「自己用住宅」として５００㎡除外いたし
ましたが、住宅敷地として利用しない残地について、今回、農用地
へ編入するものでございます。

　番号２番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらは、平成２４年４月に「牧草地貯留倉庫及び駐車場敷地」
として除外いたしましたが、事業計画が中止となったため、農用地
へ編入するものでございます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　以上、編入の説明とさせていただきます。
　

振興課 　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま、農業振興課より説明のありました、議案第６号
「農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更に係る
意見について」、除外２５件、編入２件、一括審議いたします。　

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　「質疑なし」

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決
いたします。　お諮りいたします。　本件は、意見無しとして
決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は、意見無しとして原案どおり決します。

議　長 　以上を持ちまして、本委員会に上程されました報告事案及び議案
に関する審議を終了し、令和元年第１回定例総会を閉会といたし
ます。
　これにて、議長の職を解かせていだきます。

　ご協力ありがとうございました。
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